5．質問及び回答
○補助要件について
Q　大学や研究機関のみの連携体制は要件を満たすでしょうか。
A　企業を含めることを要件とはしておりませんが、目的において企業同士や大学と企業との共同研究活性化をうたっていることから、また将来の事業化を見据えた体制を組むという観点からも、企業を連携体制に加えていただいた方が良いです。

○補助対象経費について
Q　連携機関への支払い（外注費等）は対象経費でしょうか。
A　連携機関への支払いも対象経費です。

Q　消耗品費で計上できる物品にはどのような制限がありますか。
A　1年以上にわたる反復使用に耐えないものまたは取得単価が10万円（税抜き）未満のもので、事前検証への必要性が明確なものです。

○応募書類（別紙様式１）応募提案書について
Q　大学や研究機関が応募提案者の場合、関係書類（３）申立書（４）会社概要（５）定款は、どのような書類を提出すればよいでしょうか。
A　提案者の方の所属（研究室等）の紹介資料を提出してください。

○応募書類（別紙様式２）研究・実証課題及び事前検証実施内容説明書について
Q　枠の大きさを変更してもいいですか？
A　記入していただく内容に合わせて調整していただいてかまいません。

Q　文字数やページ数の制限はありますか？
A　文字数、ページ数に制限は設けておりませんが、各項目1ページ以内程度におさめていただけますと幸いです。

Q　詳細説明のために、別の資料（パンフレット等）を添付してもいいですか？
A　別に資料を添付していただくことは問題ありません。ただし、基本的には提出いただいた様式記載の内容に対して審査を行います。

○事前検証実施後の支払いについて
Q　配分される予算は応募提案者のみへの配分でしょうか。
A　採択者に支払いを行います。
